
②仕様書改定案（機能要件）に関するご意見【固定資産税】

修正前 修正後 分類（選択肢から選択） 詳細
重複意見

（連番）

類似意見

（連番）

他業務確認

（該当○）

要件修正方針

（追加、修正、削除、変更

なし、要検討）

構成員確認（WT）要否

（報告、質問）
対応内容 区分 詳細 区分 詳細 区分 詳細 区分 詳細 区分 詳細 区分 詳細 区分 詳細 区分 詳細 区分 詳細 区分 詳細 区分 詳細 区分 詳細

要件修正方針

（追加、修正、

削除、変更な

し、要検討）

修正内容

184 29 固定資産税 1.2.12 1 ②：要件変更 ①：新規意見

負担調整措置に関する情報を管理（設定・保持・修正）できること。

＜負担調整措置関連情報＞

・下落率

・前年度（比準）課税標準額

・負担水準

・負担調整率

・宅地比準土地であるかの別

・前年度（比準）課税標準額算出区分

を追加。

①：地方税法（法律・

政令・省令）への準拠・

外部機関（eLTAX 等）

への対応

みなし方式を適用していない場合、小規模・一般・非住宅の区分ごとに、①実際の前年度課税標準

額、②比準課税標準額、③平均負担水準により算出した課税標準額

のいずれにより負担調整措置の適用を行うかのフラグが必要。

本市ではみなし方式を採用していないため、必須機能であ

る

②：現行システムでカスタ

マイズを実施している機能
優先度1 191 要検討 質問

【全団体】

　平均負担水準方式で課税している団体もあることから、

①実際の前年度課税標準額

②比準課税標準額

③平均負担水準により算出した課税標準額

のいずれを用いて課税標準額を算出したかのフラグは必要でしょうか？

　必要である場合、具体的にどのような場合に必要なフラグであるのか、またどの程度の頻度で必要なものなのか教えてください。

反対

システムでの管理項目については標準

仕様で規定する項目では無い認識で

す。そのため、特定ベンダーで必要とな

る項目を標準仕様に記載する必要は

無いと考える。

その他

当市ではみなし方式を採用している

（平均負担水準方式で課税している

団体にとってみればフラグがあった方が

良いと考える）

その他

本市は「みなし方式」により前年度課

税標準額を算出しているため、その必

要性について判断することは難しい。た

だし、地目の変換や分合筆等があった

際には必ず前年度以前の課税標準

額を算出し直す必要があることから、

頻度としては高いのではないだろうか。

不要です。 賛成

課税計算が想定通りに処理されてい

るか検証する際に必要。

データを更新した都度（毎日）、最

終的な課税処理前のリハーサル処理

及び実際の課税処理時に確認。

その他
本市は、「みなし方式」を採用してい

るため、他市の意見に合わせます。
その他

フラグ自体は存在してもよいと考えま

す。

市では平均負担水準を採用していな

いため、どのような場合に使用し、頻度

がどの程度で必要なものかは不明で

す。

本市はみなし課税を採用している。 賛成

フラグに関しては必要です。本市ではみなし方式で

課税していますが、異なった計算区分を使用した場合の履歴

は保持する必要があるためです。①、②、③全て必要と考えま

す。また、使用頻度に関しては高くないです。

その他

当市では平均負担水準方式をとって

いないため不要だが、必要な団体があ

るのであれば要件化しても差し支えな

い。

賛成

法第417条の修正をする場合など、

過去の評価を修正す際に使用してい

ます。
賛成

現在の算出方法の確認と、今後算出

方法が変わった際に、過去の算出方

法の管理として必要であると認識して

おります。

修正

概ね賛成いただいたため、機能要

件1.2.12に「前年度（比準）

課税標準額算出区分」を実装し

てもしなくても良い機能として要件

化する。

償却以外

436 96 固定資産税 1.2.12 1 ②：要件変更 ①：新規意見

負担調整措置に関する情報を管理（設定・保持・修正）できること。

＜負担調整措置関連情報＞

・下落率

・前年度（比準）課税標準額

・負担水準

・負担調整率

・宅地比準土地であるかの別

負担調整措置に関する情報を管理（設定・保持・修正）できること。

＜負担調整措置関連情報＞

・下落率

・前年度（比準）課税標準額

・負担水準

・負担調整率

・宅地比準土地であるかの別

比準課税標準額を用いる場合は、類似土地の課税台帳と紐づけができること。

⑧：業務精度向上
比準課税標準額は類似土地と紐づけて管理できたほうが数値の入力誤り等を防ぐことができる。また

住民に説明を求められた際にも、情報が紐づいていれば迅速かつ正確に回答ができる。

分合筆や現況地目が変わった際の新規に課税する土地に

ついては、選定した類似土地の情報と紐づいて当該年度の

課税標準額を算出できるようにする。またシステム上で新

規土地の課税台帳から選定された類似土地の課税台帳

を照会できることを想定している。

②：現行システムでカスタ

マイズを実施している機能
優先度2 要検討 質問

【全団体】

　比準課税標準額は類似土地と紐づけて管理できたほうが数値の入力誤り等を防ぐことができ、また住民に説明を求められた際にも、情報が紐づいていれば迅速

かつ正確に回答ができることが想定されます。

　よって、機能要件1.2.12に選定された類似土地が確認できる機能を要件化いたしますがよろしいでしょうか？

反対

比準課税標準額となるべき課税標準

額を登録して課税計算を行うシステム

であるのか、自身土地の昭和38年か

らの過去単価や各基準年度ごとの補

正率より算出した課税標準額を比準

課税標準額として計算するケース

（みなし課税）があるため、類似土

地の紐づけを行わない場合もあるた

め、必須項目としては反対。

必須要件ではなく、「実装してもしなく

ても良い項目」であれば、賛成する。

賛成 その他
みなし方式を採用しているため、その

必要性については判断できない。
賛成 どちらでもよい 賛成 賛成 賛成. 賛成 賛成 問題ないです。 賛成 賛成 賛成 修正

概ね賛成いただいたため、機能要

件1.2.12に、選定された類似土

地が確認できる機能を実装しても

しなくてもよい機能として要件化

する。

償却以外

457 101 固定資産税 1.2.13 1 ⑥：表現の見直し ①：新規意見

分筆・合筆処理（誤った処理を行った場合には、その取り消し　再異動により元の状態に戻すことが可能であること）ができること。

分筆処理について、分筆される筆を最低でも５０筆は一度に入力できること。

合筆処理について、合筆される筆を最低でも５０筆は一度に入力できること。

分筆・合筆処理（誤った処理を行った場合には、正当な状態に戻すことができること。その方法については、誤った処理の取り消し、又は再異動の２つの方法を選択

可能であること）ができること。

分筆処理について、分筆される筆を最低でも５０筆は一度に入力できること。

合筆処理について、合筆される筆を最低でも５０筆は一度に入力できること。

⑧：業務精度向上

再異動という形をどのように想定されているのか不明である。その改訂理由に、取り消しの意味合いが不

明瞭との意見から、明確化したとのことだが、取り消しと再異動は同義ではない。分筆・合筆に関して、

再異動の場合、手入力により元の状態に戻すとのことだが、取り消しの方が簡単かつ入力ミスが少ない

ため、取り消しできる選択肢を減らす理由はない。

分筆・合筆の異動通知があったときに、自治体側の登記履

歴が最新の状態になっていない場合があり、そのまま異動

通知を自治体側登記履歴に流し込んでしまうと、その分

筆・合筆が誤ったものとなってしまうものがある。また、手入

力によって分筆・合筆を行った場合も、人的ミスが起こって

しまうことがある。その場合に再異動ではなく、より簡便な取

り消しを行える方がよい。

①：現行システムでパッ

ケージ標準で実装している

機能

優先度2 2126 248

2125
要検討 質問

【全団体】

ご意見を踏まえて、履歴の削除機能も要件化いたしますがよろしいでしょうか？

この場合において、以下のいずれが良いか教えてください。

①履歴を削除する機能のみで良い。

②履歴を削除する機能と再異動の機能もともに必要。

③その他（具体的に）

（参考）

再異動は履歴の削除を伴わないもの。

③履歴をそのままで、履歴単位に非

表示とすることができる機能
賛成 ②

②

全部を取り消すのではなく、異動内容

の一部を修正するケースも考えられる

ため。

＊なお、履歴を削除した場合、削除

した経緯が残らないと思いますので、取

得税通知書を出力した後に履歴を削

除する場合は、経緯を記載した書面

の出力などが必要ではないでしょうか。

＊連番837との関係で、土地と家屋

で処理誤りに対する対応が異なります

が、よろしいか。

① ② 賛成 ② 賛成 ② 賛成 ② 賛成 ① 賛成
②履歴を削除する機能と再異動の機

能もともに必要。
賛成 ① 賛成

誤った処理に対しては、再異動機能

も持つ必要はないため、①で良いと考

えております。

変更なし

本要件について、事業者から取り

消し機能の実装が困難であるとい

うご意見を受けたため、現行の要

件のままとする。

償却以外

437 97 固定資産税 1.2.15 ②：要件変更 ②：前回記載意見

土地区画整理事業に伴う仮換地等の設定ができること。

　－仮換地と従前地を設定し、紐づけできること。

　－仮換地・従前地いずれかに課税するか選択できること。

　－保留地を設定できること。

　－保留地について課税するか否か選択できること。

土地区画整理事業に伴う仮換地等の設定ができること。

　－仮換地と従前地を設定し、紐づけできること。

　－仮換地・従前地いずれか（または両方）に課税するか選択できること。

　－保留地を設定できること。

　－保留地について課税するか否か選択できること。

②：条例への対応・独自

施策の実現
一部使用収益開始への対応 仮換地・従前地療法に課税できる

①：現行システムでパッ

ケージ標準で実装している

機能

優先度1 要検討 質問 【全団体】

「仮換地」「従前地」の両方に課税するケースはあるのでしょうか？
ございません。 その他

賦課期日において、使用収益が開始

されるまでは、従前地の地目・地積を

もとに台帳上の所有者に課税する。

賛成

本市では１筆の土地を分割して仮換

地指定することがあり、その一方のみ

使用収益が開始するケースはありま

す。その場合は一部を仮換地として、

もう一方を従前地（該当の従前地積

分）として課税しています。

ありません。どちらかに課税しかないで

す。
賛成

従前地100番地が1街区1番と2番

に仮換地指定され、1街区1番は使

用収益開始したが、1街区2番は開

始されていない場合、100番地の一

部（按分）と1街区1番とを課税す

ることがある。

反対 その他

実際の事例を確認しているわけではな

いが、生じうるものと考える。

実装してもしなくても良い機能とするの

がよいか。

課税することはない。 その他 本市は該当なしのため、回答できません。 その他

当市では近年土地区画整理事業を

実施していない。以前実施していた際

には、「仮換地」「従前地」両方に課

税するケースはなかったと認識している

が、必要な団体があれば要件化して

差し支えない。

反対
両方に課税するケースは想定していま

せん。
その他 認識している範囲ではありません。 修正

標準オプション機能として要件化

する。
償却以外

2192 445 固定資産税 1.2.3 ②：要件変更 ①：新規意見 次年度の課税台帳が既に作成されている場合、現年度の課税台帳上の情報を修正した際に、次年度の課税台帳上の情報に自動又は選択して反映できること。
次年度の課税台帳が既に作成されている場合、現年度の課税台帳上の情報を修正した際に、次年度の課税台帳上の情報に自動又は選択して反映できること。

自動で反映される場合は、その旨をアラートとして通知できること。
⑧：業務精度向上

現年と翌年以降で評価が異なると見込まれる場合等、「必ずしも自動で現年度の課税台帳を反映す

べきではない」場合がある。

その場合、自動反映された翌年度分を再入力で上書きすることになるが、入力漏れを防ぐためにアラー

トが必要と考えられる。

現年度中の評価異動漏れ等が発覚した際に使用する。
②：現行システムでカスタ

マイズを実施している機能
優先度2 要検討 質問

【全団体】

機能要件1.2.3について、自動反映の場合のアラート機能を要件化いたしますがよろしいでしょうか？

次年度の課税台帳が既に作成されている場合、現年度の課税台帳上の情報を修正した際に、次年度の課税台帳上の情報に自動又は選択して反映できるこ

と。

自動で反映される場合は、その旨をアラートとして通知できること。

反対

標準仕様の考え方として、業務に必

要なアラートについては適宜実装する

こととなっていますが、当該アラート機

能については特筆して標準仕様書に

明記するのはなぜでしょう。

アラートについて記載のある要件と記載

のない要件（適宜実装）について、ど

のような判断で、どのような粒度なのか

が判断できない。

当該項目のみ粒度の細かい要件を記

載する場合、他の項目についても同様

の粒度の記載を求められるようになるこ

とを危惧する。

賛成 賛成

自動又は選択問わず、次年度の台

帳が作成された

上で現年度台帳を修正した場合には

「すでに次年度台帳が作成されてい

る」旨のアラートを出した方がいいと思

います。

賛成 賛成 賛成 賛成 概ね良いと思われる。 賛成 賛成
問題ないです。（ただし、次年度の課税台帳の履歴が二つ以

上積まれていないときに限る。）
賛成 賛成 賛成 変更なし

具体的なエラー、アラートの要件は

別紙化させており、機能要件上は

包括的なエラーアラートのみを記

載している（機能要件1.2.2.）

ため、機能要件に記載しない方

針とする。

償却以外

122 22 固定資産税 2.1.1 1 ①：要件追加 ①：新規意見 （追加）・納税義務者番号 ⑦：業務効率化 登記情報管理時点からコード管理を行うことで業務の効率化をはかるため
コード管理により、他の課税データとの紐づけを容易にするた

め

①：現行システムでパッ

ケージ標準で実装している

機能

優先度2 要検討 質問
【全団体】

登記マスタと課税台帳の紐づけに「納税義務者番号」は必要であると思われるため、機能要件1.1.1及び2.1.1に「納税義務者番号」を要件化いたしますがよろ

しいでしょうか？

賛成 賛成 賛成 賛成 賛成 賛成 賛成
紐づけキーとしてはあっても良いのでは

ないか。
賛成 賛成 問題なし 賛成 賛成

本市では、サブシステムで所有者の特

定を行い、税務システムへ連携するこ

とを検討しています。左記要件の追加

で課税台帳への連動がスムーズとなる

ため必要と考えます。

また、宛名番号についても併せて追加

いただきたい。

反対

納税義務者番号を宛名番号と別に

規定するということでしょうか？

宛名番号のみで紐付けは可能と認識

しており、新たな番号体系は不要と考

えております。

修正 納税義務者番号を要件化する。 償却以外

837 188 固定資産税 2.1.7 ②：要件変更 ②：前回記載意見 分棟・合棟処理（誤った処理を行った場合には、再異動により元の状態に戻すことが可能であること）ができること。
分棟・合棟処理（誤った処理を行った場合には、再稼動により元の状態に戻すことが可能であること）ができること。また処理を行った際はコメント入力ができ、後に処

理の内容が確認出来ること。
⑦：業務効率化

現行システムでは、特記事項にコメント入力が可能である。物件ごとで分棟・合棟を確認する際、コメン

ト入力されていると確認する時間が省力できる。

分棟・合棟処理を行ったり、処理に誤りがあった際はシステ

ム上で確認が出来るため、事務の効率化が想定される。

①：現行システムでパッ

ケージ標準で実装している

機能

優先度3 ● 要検討 質問 【全団体】

　分棟・合棟処理をする際にコメントを入力する機能は必要でしょうか？必要である場合は、「実装してもしなくても良い機能」として要件化いたします。
反対 賛成 賛成 問題ないと考えます。 反対 特段必要ではないです。 特に必要ない 賛成 必要 賛成

実装してもしなくても良い機能であれ

ば良い。
賛成 必要 賛成 どんな処理をしたかすぐに分かるメリットがあるため賛成 賛成 あれば便利である。 賛成 有用と考えます。 反対

2.2.1.1のメモでコメント機能は充足

できるため不要と考えております。
修正

分棟・合棟処理を行う際にメモ入

力できることを標準オプション機能

として要件化する。

併せて、土地の分筆・合筆処理

についても同様に、標準オプション

機能として要件化する。

償却以外

1463 332 固定資産税 2.2.1 1 ⑥：表現の見直し ①：新規意見
・適用する固定資産税の特例類型、特例率、適用開始年度、適用を受ける床面積

・適用する固定資産税の減免類型、減免率、適用を受ける床面積、適用を開始した日（納期）及び、終了した日
適用開始年度の次に適用終了年度を記載

①：地方税法（法律・

政令・省令）への準拠・

外部機関（eLTAX 等）

への対応

適用期間が決まっているものがあるため。 終了年は項目として存在した方が良い。

①：現行システムでパッ

ケージ標準で実装している

機能

優先度1 要検討 質問 【全団体】

ご意見を踏まえ、「（適用する固定資産税の）適用終了年度」を要件化いたしますがよろしいでしょうか？
賛成 賛成 賛成 問題ないと考えます。 賛成 賛成 賛成 賛成 良いと思われる。 賛成 賛成 問題なし 賛成

現状でも運用しており、要件として必

要
賛成 賛成 修正

全団体から賛成いただいたため、、

「適用終了年度」を「実装すべき

機能」として要件化する。

償却以外

2813 617 固定資産税 2.2.1 1 ①：要件追加 ①：新規意見 確認を求める内容であるため、特に修正等は必要なし 確認を求める内容であるため、特に修正等は必要なし ⑦：業務効率化
本市が使用しているシステムにおいては、調査番号をキーとして、新規課税サブシステム情報と課税シス

テムの紐づけを行っている。今後は調査番号という概念が不要になるという見解でよいか

新築家屋を基幹系システムに取り込むときに家屋調査番

号をキーとして自動取り込みをしている。毎年２月から３

月にかけて約600件登録している。

①：現行システムでパッ

ケージ標準で実装している

機能

優先度2 要検討 質問

【全団体】

　評価システムと基幹系システムを紐づけるための番号は必要でしょうか？

　必要という回答が多数である場合は、「評価システムとの紐づけ番号」を要件化し、番号の詳細はベンダーの実装に委ねることといたします。

※調査番号とは、評価システムと基幹システムを紐付ける番号を指す（意見団体に確認済）

その他 どちらでもよい 賛成 賛成

問題ないと考えます。

＊紐付ける番号であれば、納税義務

者番号でも変わらないのではないでしょ

うか。入力項目が多くなると誤処理の

原因になろことがあります。

賛成 あれば業務の効率化ができる。 賛成 必要 賛成 必要 賛成 概ね賛成。 反対 必要ない その他

質問の意図にそぐわないかもしれないが、I市では

新築家屋を評価システムから基幹系システムに連携させる

際、宛名（納税義務者番号）をキーにして取り込んでいる。

そのため、特に「家屋調査番号」を設け、紐づけているわけでは

ない。

賛成 何らかの紐づけ番号は必要である。 賛成

本市でも評価システム（固定サブシス

テム）と税務システムの連携を行う予

定のため、紐づけのための番号があれば

有用と考えます。

【質問】

サブシステムとの連携キーの詳細をベン

ダーに委ねた場合、サブシステムに側に

制約はないでしょうか（付番の規則

等）。

賛成 変更なし

本編で、外部機関や標準化対象

外システムとの連携に係る要件を

定義しているため、固定資産税と

しての要件化は行わない方針とす

る。

償却以外

2815 619 固定資産税 2.2.1 1 ①：要件追加 ①：新規意見

課税台帳は、一棟ごとに、様式記載事項（地方税法施行規則第25号様式に掲げる事項）に加え、以下の情報（様式記載事項は除く）を管理（設定・保持・修正）できること。賦

課決定以降、任意のタイミングで現年度の家屋（補充）課税台帳をコピーし、次年度向け家屋（補充）課税台帳の作成ができること。再異動により元の状態に戻すことが可能であ

ること。

＜家屋（補充）課税台帳情報＞

・家屋登記情報

・家屋現況情報

・家屋評価情報（評価額）

・課税標準額関連情報（固定資産税の課税標準額、課税標準額の特例措置による軽減額）

・税額関連情報（相当税額、減免税額、軽減税額）

・納税義務者情報（共有情報を含む）

・納税義務者区分（登記上の権利者、地上権者、質権者、現所有者、使用者）

・区分所有情報（持分割合、部屋番号、軽減対象床面積、専有部分の床面積、共用部分の床面積、1棟全体の床面積）

・適用する固定資産税の特例類型、特例率、適用開始年度、適用を受ける床面積

・適用する固定資産税の非課税類型、適用開始年度、適用を受ける床面積

・適用する固定資産税の不均一課税類型、適用を受ける床面積

・適用する固定資産税の減免類型、減免率、適用を受ける床面積、適用を開始した日（納期）及び、終了した日

・異動事由及び異動年月日

・更正事由及び更正年月日

・メモ

・増改築フラグ

・課税処理保留フラグ

・物件番号（手入力若しくは自動採番いずれの方法によっても付番できること。を前提としている。なお、自動採番の採番ルールについては、各事業者のパッケージ標準の採番ルールに

従う。）

特例率及び減免率については、選択した特例類型、減免類型ごとに、あらかじめ設定された割合が自動入力されることとする。

適用する固定資産税の特例類型、非課税類型、減免類型については、複数登録ができること。

軽減期間を経過した場合に、特例措置が適用されなくなること

減免期間を経過した場合に、減免措置が適用されなくなること。

課税台帳は、一棟ごとに、様式記載事項（地方税法施行規則第25号様式に掲げる事項）に加え、以下の情報（様式記載事項は除く）を管理（設定・保持・修正）できること。賦

課決定以降、任意のタイミングで現年度の家屋（補充）課税台帳をコピーし、次年度向け家屋（補充）課税台帳の作成ができること。再異動により元の状態に戻すことが可能であ

ること。

＜家屋（補充）課税台帳情報＞

・家屋登記情報

・家屋現況情報

・家屋評価情報（評価額）

・課税標準額関連情報（固定資産税の課税標準額、課税標準額の特例措置による軽減額）

・税額関連情報（相当税額、減免税額、軽減税額）

・納税義務者情報（共有情報を含む）

・納税義務者区分（登記上の権利者、地上権者、質権者、現所有者、使用者）

・区分所有情報（持分割合、部屋番号、軽減対象床面積、専有部分の床面積、共用部分の床面積、1棟全体の床面積）

・適用する固定資産税の特例類型、特例率、適用開始年度、適用を受ける床面積

・適用する固定資産税の非課税類型、適用開始年度、適用を受ける床面積

・適用する固定資産税の不均一課税類型、適用を受ける床面積

・適用する固定資産税の減免類型、減免率、適用を受ける床面積、適用を開始した日（納期）及び、終了した日

・異動事由及び異動年月日

・更正事由及び更正年月日

・メモ

・増改築フラグ

・附属家及び簡易附属家フラグ

・課税処理保留フラグ

・物件番号（手入力若しくは自動採番いずれの方法によっても付番できること。を前提としている。なお、自動採番の採番ルールについては、各事業者のパッケージ標準の採番ルールに

従う。）

特例率及び減免率については、選択した特例類型、減免類型ごとに、あらかじめ設定された割合が自動入力されることとする。

適用する固定資産税の特例類型、非課税類型、減免類型については、複数登録ができること。

軽減期間を経過した場合に、特例措置が適用されなくなること

減免期間を経過した場合に、減免措置が適用されなくなること。

⑦：業務効率化
増築フラグを設定することとなっているが、附属家及び簡易附属家についてはフラグを設定る必要はない

か。

増築フラグについては母屋と紐づいて管理されるデータである

と想定するが、附属家及び簡易附属家についても母屋と

紐づいて管理されるデータであるため管理する必要があると

思慮する。

①：現行システムでパッ

ケージ標準で実装している

機能

優先度2 要検討 質問 【全団体】

主棟と附属棟を紐付けるため、「附属家フラグ」及び「簡易附属家フラグ」を要件化いたしますがよろしいでしょうか？
反対

主たる家屋と附属家は、附属家側に

「主たる家屋の物件番号（キーコー

ド）」を設定することで紐づけを行うこ

とができています。

また、附属家の管理は「棟番」の項目

を利用して、表示順序や印刷時の並

び順を制御しています。

例）

主たる家屋の「棟番」：10

附属家の「棟番」：11

簡易附属家の「棟番」：12

フラグでの管理では並び順等の制御が

できませんが、現在の管理方法の方が

制御できるため、フラグでの管理の必要

はありません。

賛成 その他

令和6基準年度の評価替えにより、

附属家及び簡易附属家は廃止される

見込みですが、あくまで主物と従物の

区別の判断フラグであれば、附属家と

簡易附属家に分ける必要はないと考

えます。

賛成 賛成 賛成 賛成 良いと思われる。 賛成 問題ない その他

①母屋と紐づいて管理するためであれば、現行システムでは、

複数データについて、グルーピングキー(一棟キー)の後ろに付番

を付けて整理している。

例：一棟キー+0101　母屋

　　　一棟キー+0102　母屋の増築部分

　　　一棟キー+0201　付属家

仮に複数データの管理方法がフラグに統一されてしまうのであ

れば反対。

②データを見たときに「増築データ」「付属家データ」「簡易附

属家データ」というようにラベリングの意味で使うのであれば賛

成。

③現行システムでは、用途で簡易附属家を選択すると、1点

単価1円を取得する仕組みになっている。

※複数データの管理方法とは切り離してほしい。

賛成 フラグで管理する必要あり。 賛成 賛成 修正
主棟と附属棟を紐付けるため、

「附属家フラグ」を要件化する。
償却以外

322 64 固定資産税 2.2.1 2 ①：要件追加 ①：新規意見 タワーマンションのフラグ ⑧：業務精度向上

2.2.1において、タワーマンション補正後の家屋評価情報を管理できることとしているが、そもそも当該物

件がタワーマンションなのか判定する機能が実装されていないように見受けられます。

高さが60mを超える建物でも、複数階に住戸が存在していることが条件となっており、現在の要件定義

だけでは不十分ではないかと考えます。

タワーマンションに該当する場合にフラグを立てる。フラグが

立った物件については、タワーマンション補正後の各種相当

額が記載されるようにする。

②：現行システムでカスタ

マイズを実施している機能
優先度2 要検討 質問 【全団体】

タワーマンションであるかどうかを管理するため「タワーマンションフラグ」を要件化いたしますがよろしいでしょうか？
反対

カスタマイズとして実装している機能の

ため、「実装してもしなくても良い機

能」としていただきたい。

賛成
現在タワーマンションはないが必要と考

える
賛成 問題ないと考えます。 賛成 賛成 賛成 賛成 良いと思われる。 賛成 問題ない 賛成 問題なし 賛成 フラグで管理する必要あり。 賛成 賛成 修正

概ね賛成いただいたため、「タワー

マンションフラグ」を「実装してもし

なくても良い機能」として要件化

する。

償却以外

408 85 固定資産税 2.2.1. 1 ①：要件追加 ①：新規意見

家屋現況情報を管理（設定・保持・修正）できること。

＜家屋現況情報＞

・建築年月日

・建築区分

・登録年月日

・構造

・主たる用途区分

・屋根種類区分

・地上階数

・地下階数

・床面積1階

・床面積1階以外

・専有部分の床面積

・共用部分の床面積

・合計床面積

・滅失区分（全部滅失、一部滅失）

・滅失年月日（滅失年月日が不詳なものも管理できること）

・住宅戸数

・住宅部分の床面積

・貸家区分

・改築年

・一部滅失部分床面積

・現況地番所在地番（未登記の家屋又は登記地番とズレが生じている家屋の地番管理を実施するため）

・所在地（最低でも100の所在地を管理できること）

・原因事由（登記によらない所有権移転の事由）

・増改築年月日

・増築・改築前の床面積

・増築・改築前の住宅部分の床面積

家屋現況情報を管理（設定・保持・修正）できること。

＜家屋現況情報＞

・建築年月日

・建築区分

・登録年月日

・構造

・主たる用途区分

・屋根種類区分

・地上階数

・地下階数

・床面積1階

・床面積1階以外

・専有部分の床面積（居住部分，その他部分）

・共用部分の床面積

・合計床面積

・滅失区分（全部滅失、一部滅失）

・滅失年月日（滅失年月日が不詳なものも管理できること）

・住宅戸数

・住宅部分の床面積

・貸家区分

・改築年

・一部滅失部分床面積

・現況地番所在地番（未登記の家屋又は登記地番とズレが生じている家屋の地番管理を実施するため）

・所在地（最低でも100の所在地を管理できること）

・原因事由（登記によらない所有権移転の事由）

・増改築年月日

・増築・改築前の床面積

・増築・改築前の住宅部分の床面積

⑦：業務効率化

　専有部分の床面積と記載があるが，この記載だと居住のみ店舗のみなどの家屋の場合であれば特に

差し支えない。しかし，併用住宅のように居住部分とその他部分に分かれている家屋の場合，居住部

分の床面積とその他部分の床面積のように分かれて面積の記載があると，居住割合や住宅軽減など

の算出がスムーズに行えると考えるため，記載の追加を要望したい。

　本市では家屋課税台帳を作成した際に，床面積の記

載項目に居住部分，共有部分，その他部分といった形で

管理しているため，引き続き実装していきたい。

①：現行システムでパッ

ケージ標準で実装している

機能

優先度2 要検討 質問 【全団体】

「専有部分の床面積」について、「居住部分」と「居住部分以外の部分」を分けて管理したほうが良いか教えてください。
賛成 併用住宅等の場合は必要と考えま

す。
賛成 賛成 問題ないと考えます。

都会ではそういった建物があるかもしれ

ないが、田舎の自治体では必要ないと

思われます。

分けて管理しなくていいです。

特に必要ない 賛成 賛成

概ね賛成であるが、他の項目で「住宅

部分の床面積」が要件化されているが

これとの違いは何か。

その他 どちらでもよい その他

現行では併用住宅は2つのデータに分けて管理しています。

例　居宅　一棟キー+0101

　　店舗　一棟キー+0102

よって、上記のような管理方法と、一つのデータ内で「居宅部

分」と「居宅以外の部分」を分けて管理する方法、自治体ご

とに選べるのであれば、項目としては有っても良い。

※複数データの管理方法とは切り離してほしい。

賛成 分かりやすいため必要。 賛成 賛成

意見者様のおっしゃるように、店舗と住

宅が一体となっている場合などに必要

と考えております。

修正

概ね必要との意見のため、専有部

分の床面積を「居住部分」と「居

住部分の床面積以外」に分けるこ

ととする。

償却以外

1099 249 固定資産税 2.2.12 ①：要件追加 ①：新規意見 記載なし。 <家屋現況情報>に、「棟数」「計算用建築年」「経年減点補正率の適用区分としての用途」「現況調査年月日」「原因日」を追加します。 ⑦：業務効率化
各種報告に必要なため。(概要調書等)　　　　　　　　　　　　　　　　また、家屋現況情報を管理(設

定・保持・修正)する際に必要なため。

概要調書のデータ集計や、用途変更処理の際に必要にな

ると想定される。

①：現行システムでパッ

ケージ標準で実装している

機能

優先度2 要検討 質問

【全団体】

　質問①　以下の項目は「「概要調書のデータ集計」や「評価額算出」のための項目でしょうか。

　質問②　機能要件2.2.12.1に以下の項目は必須でしょうか。

・棟数

・計算用建築年

・原因日

※、意見団体に確認したところ、計算用建築年とは、「用途が途中で変更となった場合に用いる経年減点補正率の経過年を計算するための建築年とのこと。

①「概要調書のデータ集計」「評価額

算出」

・棟数

　→概要調書のデータ集計

・計算用建築年

　→評価額算出（評価替処理時）

・原因日

　→その他（更新の原因となった情

報）

②家屋現況情報を管理として必須

か？

・棟数（必須）

・計算用建築年（必須）

・原因日（必須）

賛成 その他
本市では要否の判断はできませんでし

た。

①必要

②必要

①はい

②棟数と計算用建築年が必要
賛成 その他

質問①

・棟数に関しては、概要調書に使用で

きるのではないか。

質問②

・棟数

概ね賛成。

・計算用建築年

必要と考える。

・原因日

必要と考える。

①・棟数・計算用建築年は質問の項

目に利用している

②・棟数・計算用建築年について必

須

賛成

棟数は「概要調書のデータ集計」で使うので、必須。

計算用建築年については、説明を補足していただきたい。

用途変更すると、変更後の経年減点補正率は、変更前の経

年減点補正率の直近下位を取得するという考え方がある。用

途変更後の経年減点補正率が参照する経過年と、実際の

建築後の経過年に差が出る事になる。そのため、①実際の建

築年と、②用途変更後の経年減点補正率が参照する経過

年(計算用建築年)の両方を管理する必要があるという意味

でよろしいか。そのような意味であるなら、「計算額算出」のた

めに必要である。

「原因日」については、所有権の管理などに必要な項目であ

る。

賛成

質問①　お見込みの通りです。

質問②　概要調書のデータ集計や、

用途変更処理の際に必要。

賛成

①内部の統計資料や概要調書で使

用しています。

②上記のとおり使用しているため、追

加していただきたい。

賛成 修正

概ね必要という意見のため、それ

ぞれ実装必須機能として要件化

する。

償却以外

925 217 固定資産税 4.1.1. 1 ②：要件変更 ②：前回記載意見

【実装すべき機能】

＜納税義務者情報＞

・「共有者グループの有無」フラグ（有る場合は共有者グループを参照できること。）を追加。

⑥：住民サービス向上 このフラグがあることで、名寄帳等の請求があった際に、共有者グループがあるかどうかすぐ判断できる。

名寄帳等は頻繁に請求があり、納税義務者が関連する課

税宛名を検索して探す際に、このフラグを参照することで正

確・迅速に必要な宛名を確認できる。

①：現行システムでパッ

ケージ標準で実装している

機能

優先度3 要検討 質問
【全団体】

　共有者フラグは必要でしょうか？

　必要である場合は、必要性や必要な場面を具体的な事例とともにに教えてください。

反対
システムにて共有グループ及び所有す

る試案な検索時に自動判定しており

ます。

賛成

名寄帳や評価証明書等の請求があっ

た際に別の共有者グループがあるか否

かを即座に判断でき、確実性が高いた

め

その他

必要

証明書等請求があった際に、請求者

に共有資産があるかどうか漏れなく確

認をとる必要があるため。

必要。

相続をする関係で、名寄帳の請求が

よくある。共有資産の発行をぬかると、

本来１度に済ませれる相続登記や相

続税の計算に迷惑をかけることにな

る。

賛成

検索した際、単有資産の外に共有資

産を所有しているかの判断が行えるこ

とにより、証明書等の発行漏れや、待

ち時間の短縮に繋がると考える。

なお、機能要件の10.1.3.1では賦

課状況照会画面から検索する場合、

共有グループを表示すると定義されて

いるが、それとは影響がないものと考え

た場合による。

賛成 賛成

概ね賛成。

共有者の有無が「Ａ外ＸＸ名」のよう

な形で確認可能とも思われるため必

須とまでは言えないか。

賛成
共有者グループがあるかどうかは手動に

て確認しているため、どちらでもよい。
賛成

当市現行システムにも類似の機能があり、名寄帳の発行や、

納税管理人・相続人代表者の登録の際に、共有形態を見

落とさないようにするために大変有用です。

所有者管理（納税義務者情報の管理画面）にて納税義

務者単独の宛名を検索した際、当該宛名が共有宛名に含ま

れている（＝共有形態ありの場合）、その旨が画面上表示さ

れる項目があります。ただし、「共有者フラグ」が、データの管理

項目として存在しているのか、検索結果を画面表示する際の

処理なのかは、ベンダーに確認しないと分かりません。

賛成

証明書発行時に、共有資産があるこ

とを見落としてしまうのを防止するた

め。

賛成 統計等で共有と単有を分けるため。 反対

10.1.3.1より、質問者様が想定され

ているような条件で検索することが可

能であるため、不要と考えております。

変更なし
不要のご意見が多数のため、要件

化しないこととする。
償却以外

1990 398 固定資産税 2.2.15 ①：要件追加 ①：新規意見 リハーサル処理を行えること。 ⑧：業務精度向上 作成される連携データにより、エラーを修正した上で処理を行える。
作成される連携データにより、エラーを修正した上で処理を

行う。

①：現行システムでパッ

ケージ標準で実装している

機能

優先度2 要検討 質問

【全団体】

　機能要件2.2.18において、現年度及び過年度の課税標準額と税額の試算機能を要件化しておりますが、当該項目は、問い合わせ時や更正処理時などを想

定した機能であり、当初賦課処理前の税額等のリハーサル処理を想定しているものではございません。

　当初賦課処理前の税額等のリハーサル処理を実務上行っているか教えてください。

※「リハーサル処理」とは、当初賦課処理時に、家屋評価システムから基幹系システムにデータを移行し、その際に、税額や課税標準額を算出する処理を行い、エ

ラーの有無を確認する作業のこと。

実施しています。 賛成 リハーサル処理は２回程度行っている その他
リハーサル処理については検査環境で

実施しています。

リハーサル処理は実務上行っていま

す。

更新機能をもたない「テスト系システ

ム」が存在し、非定型業務等を試しに

やってエラーの有無等を確認した後、

「本番系システム」で更新をしている。

行っている その他 行っている その他

家屋評価システムから基幹系システム

への移行に関してリハーサル処理は

行っていない。

（基幹システム全体として、当初課税

処理前にシステム改修内容の確認も

含めて、リハーサル処理（プレラン）を

行っている。）

行っていない 賛成

質問の意図にそぐわないかもしれないが、

評価システムから基幹系システムへデータ連携させる際に、エ

ラーチェックを行っている。

賛成 リハーサル処理を行っている。 賛成
本番処理前のテスト処理は実施して

います。
その他 修正

「家屋評価システムから評価データ

を取り込み、課税台帳情報を更

新する際に、業務上、調査・確認

が必要なデータ項目がある場合、

エラー及びアラートとして通知でき

ること。」を標準オプション機能とし

て要件化する。

併せて、土地評価システムについ

ても同様に要件化する。

償却以外

3249 680 固定資産税 2.2.5. ⑥：表現の見直し ①：新規意見

2.2.5.課税台帳作成

非区分所有家屋を区分所有家屋とする場合には、従前の課税台帳を閉鎖し、従前の課税台帳と紐付いた新たな課税台帳を作成でき、また、区分所有家屋を非

区分所有家屋とする場合には、従前の課税台帳を閉鎖し、従前の課税台帳と紐付いた新たな課税台帳を作成できること。

【修正案】

非区分所有家屋を区分所有家屋とした（または、区分所有家屋を非区分所有家屋とした）際に、変更前の情報を履歴等を介して参照可能であること。
⑤：過剰な要件

「閉鎖し」という表現、不要にシステム実装を縛るもので、ベンダ対応を困難にする可能性があるため。

過去分の情報（区分所有の状態が変わる前の情報）を効率的に参照することが目的である理解して

おり、ベンダ側の実装にゆだねる記載とするため。

優先度2 要検討 質問

【全団体】

要件を以下のとおり修正して問題ないでしょうか。

　非区分所有家屋を区分所有家屋とした場合、従前の課税台帳を閉鎖等し、従前の課税台帳と紐付いた新たな課税台帳を作成でき、また、区分所有家屋を

非区分所有家屋とする場合には、従前の課税台帳を閉鎖等し、従前の課税台帳と紐付いた新たな課税台帳を作成できること。

　この場合において、従前の家屋台帳の情報を履歴等を介して参照可能であること。

問題ございません。 賛成 賛成 問題ないと考えます。 賛成 賛成 賛成 賛成 特に問題ない。 賛成 問題ない 反対

「閉鎖」とは家屋台帳上「滅失」扱いとするという意味である

なら、なおさら、概要調書などの統計資料作成時に、不要に

滅失棟数をカウントしてしまう可能性もがる。

現行システムでも滅失はせず、データごとのユニークキー(本市

では資産番号)を残している。

例①　非区分家屋から区分かおくの場合

データ1(ユニークキー：xxxxxxxx)(一棟キ-Ａ+0101)

　　　　　　　　　↓

区分1(ユニークキー：xxxxxxxx)(一棟キーＡ+0101)(区

分家屋フラグ)

区分2(ユニークキー：yyyyyyyy)(一棟キーＢ+0101)(区

分家屋フラグ)

例②　区分家屋から非区分家屋の場合

区分1(ユニークキー：xxxxxxxx)(一棟キーＡ+0101)(区

分家屋フラグ)

区分2(ユニークキー：yyyyyyyy)(一棟キーＢ+0101)(区

分家屋フラグ)

　　　　　　　　　↓

データ1(ユニークキー：xxxxxxxx)(一棟キーＡ+0101)

データ2(ユニークキー：yyyyyyyy)(一棟キーＡ+0102)

賛成 賛成
現行は「区分廃止」という機能により、

従前の台帳を閉鎖しています。
賛成 修正

概ね賛成いただいたため、事務局

方針案のとおりとする。
償却以外

833 185 固定資産税 4.1.3 1 ①：要件追加 ②：前回記載意見
住民記録システム・宛名システムから宛名情報を取り込み、納税義務者マスタ上の宛名情報を一括更新できること。

宛名情報の更新については、自動更新と手動更新を選択できること。

住民記録システム・宛名システムから宛名情報を取り込み、納税義務者マスタ上の宛名情報を一括更新できること。

宛名情報の更新については、自動更新と手動更新を選択できること。

納税義務者に２つ以上の納税義務者番号があった場合、その番号全てを関連付けして登録できること。

①：地方税法（法律・

政令・省令）への準拠・

外部機関（eLTAX 等）

への対応

地方税法第３８７条（所有者ごとに名寄して課税するため。）

１度他の自治体に転出し、再度転入した場合に、納税義

務者番号が複数作成されることがあれば、同一人物と判

断する。また、住登外の情報で納税義務者番号を作成し

た場合に、過去に住民登録があって納税義務者番号が

あった場合、同一人物と判断することがある。資産があれば

名寄して、適正な課税を行う。

①：現行システムでパッ

ケージ標準で実装している

機能

優先度1 要検討 質問

【全団体】

　同一人物であるにも関わらず納税義務者番号が複数作成されてしまった場合の当該納税義務者番号間の紐づけ機能が必要である旨の意見がございました。

当該機能が必要かどうか教えてください。

必要な場合、「実装してもしなくても良い機能」として要件化したします。

必要と考えます。 賛成 賛成

あれば便利かと思います。

ただし、現行は物件の異動により同事

象を解消しているため、無くても支障に

なることはないかと思われます。

必要です。 賛成

地方公共団体の基幹業務システムの

共通機能に関する標準仕様【0.8

版】2.3. 住登外者宛名番号管理機

能で想定されている住登外者重複の

考えは、住登者には適用されないとい

うことであれば必要と考えます。

賛成 賛成

市外への転出後の再転入等で当初

納税義務者番号が別に採番されるこ

ともあるため、当該機能があると良い。

賛成 賛成

当市現行システムにおいても類似の機能があり、活用してお

り、大変有用です。以下、当該機能の概要を記します。

固定資産税特有の機能ではありませんが、宛名システムとし

て、同一人物の複数の宛名を関連付けて、課税・収納・証明

発行の画面で一緒に表示することができるようになっています。

ただし、当該機能は、いわゆる名寄せ（物件を１つの宛名に

まとめる）ことまではできず、あくまで画面表示上、関連付けて

表示する機能です。

賛成
紐づけ機能があればありがたい。現行

システムにはその機能はない。
賛成 有用と考えます。 賛成 修正

全団体から賛成をいただいたため、

「納税義務者に２つ以上の納税

義務者番号があった場合の、当

該番号間の紐づけ機能」を標準

オプション機能として要件化する。

償却以外

3253 684 固定資産税 4.1.5. ③：要件削除 ①：新規意見

4.1.5.納税義務者マスタ管理

納税義務者マスタが更新された場合、①賦課決定前の課税台帳については課税台帳上の納税義務者情報も自動で更新され、②賦課決定後の課税台帳について

は課税台帳上の納税義務者情報を自動で反映するかしないかについて地方団体毎に選択できること。

「②賦課決定後の課税台帳については課税台帳上の納税義務者情報を自動で反映するかしないかについて地方団体毎に選択できること。」

について、本当に必要性があるのか、記載削除含めて検討いただきたい。

「要件の考え方・理由」には、「地方団体によって運用が異なる～～」と記載がありますが、弊社経験上ほぼ①であり、法的にも①で当然問題ないと考えております。

当件、証明書の印字などを意識してのことと思いますが、自治体で運用を分ける必要性が見いだせず、システム改修負荷の非常に大きな内容であると考えておりま

す。

さらには、①と②で情報の持ち方が異なるベンダ間での移行阻害要因となるのではないでしょうか。

①：地方税法（法律・政

令・省令）への準拠・外部

機関（eLTAX 等）への

対応

標準仕様で方針を一つに固めることで、システム負荷や自治体間の運用差異を減らす。 優先度1 要検討 質問

【全団体】

　皆様の団体では、以下のうちどの取扱いでしょうか？

１：①と②の機能を実装している。

２：賦課期日前後にかかわらず、課税台帳に納税義務者情報は自動更新されている。

３：その他（具体的に）

【参考】

①賦課決定前の課税台帳については課税台帳上の納税義務者情報も自動で更新され、

②賦課決定後の課税台帳については課税台帳上の納税義務者情報を自動で反映するかしないかについて地方団体毎に選択できること。

2 その他 2 ② 2 その他

（個人）

市内在住者の市内転居、転出につい

ては、自動で反映される。

住登外者については、本人申出か、

返戻調査時に職員が修正し、以降反

映される。

（法人）

市内にある法人の場合は、所在地変

更届を提出された時に職員が修正

し、以降反映される。

市外にある法人の場合は、本人申出

か、返戻調査時に職員が修正し、以

降反映される。

その他

３

住登内の納税義務者については、賦

課期日前後に関わらず、自動更新さ

れる。住登外者については、手動で更

新している。また、原則、更新する際

は、「翌年向け賦課台帳」を更新して

いる。

その他

３：その他

具体的な異動イメージが分かりませ

ん。

市では、納税義務者の住所氏名情

報と課税台帳の所有者（納税義務

者）の情報は別に保持しており、納

税義務者情報の異動と課税台帳の

異動はリンクしていない。（課税台帳

の内容は原則、登記異動により行わ

れるものであるため。）

2 その他

当市現行システムでは、課税台帳上の納税義務者の住所・

氏名等は、常に宛名システムと連携し、自動で更新されま

す。

その他

２：賦課期日前後にかかわらず、課

税台帳に納税義務者情報は自動更

新されている。

賛成 2 その他 修正

賦課決定前後に関わらず、納税

義務者マスタの情報を課税台帳

に自動更新している団体が多かっ

たことから、機能要件の記載を以

下のように修正する。

納税義務者マスタが更新された場

合、課税台帳上の納税義務者

情報を自動で更新できること。

また、「賦課期日時点の情報を別

途保持し、納税義務者マスタが

更新された場合であっても、課税

台帳に自動更新しないこと」を標

準オプション機能として要件化す

る。

償却以外

1483 352 固定資産税 6.5.4 ①：要件追加 ①：新規意見 減免について、減免類型ごとに、期割り、月割のどちらにも対応することができ、期別、月別の減免額を自動で算出できること。
減免について、減免類型ごとに、期割、月割のどちらにも対応することができ、期別、月別の減免額を自動で算出できること。また、物件に設定した減免フラグから自動

で算出する機能に加え、減免税額を強制入力（手入力）できる機能を備えること。

②：条例への対応・独自

施策の実現

①年度途中での減免の開始・終了の方法として、期割・月割以外の方法を採っている団体を想定。

②複数物件を所有する納税義務者につき、ある物件については年度当初から減免対象となり、別のあ

る物件については年度途中に減免事由が発生した場合等、単純な期割・月割計算が困難な場合を

想定。

左記、「詳細」に同じ。

なお、右の「現行システム区分」では①としていますが、現

行システムでは自動の月割機能については実装できておら

ず、それを強制入力機能で補っています。

①：現行システムでパッ

ケージ標準で実装している

機能

優先度1

2122

2123

3303

要検討 質問 【全団体】

　「減免税額を強制入力（手入力）できる機能を備えること。」は必要でしょうか？必要な場合は、必要な具体的なケースを教えてください。

同一年度内において、

賦課期日現在での減免唖対象となる

条件が、年度途中で変わり、当初とは

異なる減免が適用されることとなった

場合。

賛成

持ち分割合による一部減免や火災等

により当該家屋の一部減免をする際

に強制入力（手入力）の機能は必

要と考える

賛成

必要

２期以降の減免の場合、物件に登録

したフラグでの計算では正しい減免額

を算出できないため。

（本市では各期への配分率や全体

額に対する該当物件が占める割合等

を考慮して減免額を決定しているた

め、減免割合1/1、1/2などといった

単純な類型では計算ができない。）

必要。

生活保護の開始・廃止に伴う減免

で、共有資産があれば持分に応じて

減免する場合にありうる。

賛成

共有資産所有している１方が生活保

護受給者のケースがあるため、必要と

考える。

賛成
本市は「率」でなく、減免金額を直接

入力して運用しているため
その他

市では事例がないため必要不要の判

断が不明。
生活保護減免処理に必要 賛成

本件の意見を提出したのは当市です。

当市における現在の主な使用方法は、

①年度途中にて減免事由が消滅し、減免適用を事由消滅

の直前の月までとする場合（当市現行システムでは月割計

算ができない）

②共有者の一部につき減免事由が発生し、共有持ち分に応

じて減免する場合

賛成
意見にあるようなケースや項番7.1.1

の別段の意思表示があった場合など
賛成

下記連番2824のような、持分に応じ

た減免を行う場合など、必要と考えま

す。

賛成
連番2824実現のために必要と考えて

おります。
修正

必要という団体の意見を踏まえ、

減免税額の強制修正機能を実

装必須機能として要件化する。

償却以外

2824 623 固定資産税 7.1.1 ②：要件変更 ①：新規意見

固定資産税について、減免の類型ごとに減免関連情報を管理（設定・保持・修正）できること。

＜減免関連情報＞

・減免名称

・減免事由

・減免割合

・減免の対象年度

・対象資産（土地、家屋、償却資産）

・減免期間

固定資産税について、減免の類型ごとに減免関連情報を管理（設定・保持・修正）できること。

＜減免関連情報＞

・減免名称

・減免事由

・減免割合

・減免の対象年度

・対象資産（土地、家屋、償却資産）

・減免期間

・減免該当者（共有員）

・別段の意思表示の有無

①：地方税法（法律・

政令・省令）への準拠・

外部機関（eLTAX 等）

への対応

共有員のうちの１人に対し減免を決定した場合の仕様について明確化してほしい。共有員内の減免

該当者及び別段の意思を表示した者の管理ができるようにしてほしい。

共有員のうち一人が減免の該当となった場合、地方税法

第10条で準用する民法第441条の規定により、減免の

効力は他の連帯債務者（連帯納税義務者）には及ば

ないが、連帯債務者が別段の意思を表示した場合はその

意思に従うため、共有員の中での減免該当者及び別段の

意思を表示した者の管理が必要となる。また、別段の意思

の有無により共有員に対しての減免の適用方法が異なる。

別段の意思表示があった場合に持ち分に応じた減免額を

計算する。

③：現行システムでは使

用していない機能
優先度1 要検討 質問

【全団体】

ご指摘を踏まえ、機能要件4.1.1に「減免該当者フラグ」及び「別段の意思表示フラグ（減免）」を要件化いたしますがよろしいでしょうか？

なお、強制入力機能を要件化予定ですので、別段の意思表示があった場合に持ち分に応じた減免額は当該機能を用いて行っていただく想定です。

反対

当機能を要望した団体のシステムでは

「未実装の機能」となっています。優先

して実装すべき機能では無い認識で

す。

「メモ」等での管理を行う事で代用可

能だと考えます。

＜確認＞

個人での減免が行われるケースとして

「生活保護」等が代表的だと思われま

すが、具体的な事例はどのような場合

でしょうか。

賛成 賛成 賛成 賛成

共有資産所有している１方が生活保

護受給者のケースがあるため、必要と

考える。

賛成 賛成 良い。 賛成 賛成

当市現行システムでは、実装していませんが、民法改正に伴う

減免の効力の相対化に対応するためには、実装することが望

ましいと考えます。

賛成 賛成 賛成 修正
フラグを実装すべき機能として要

件化する。
償却以外

412 89 固定資産税 8.2.1. 3 ①：要件追加 ①：新規意見
【令和４年度税制改正関係】

「DV被害者等の住所に代わる事項」が設定されている納税義務者が所有する固定資産についての証明書等を発行する際は，アラートが表示されること。

【令和４年度税制改正関係】

「DV被害者等の住所に代わる事項」が設定されている納税義務者が所有する固定資産についての証明書等を発行する際は，アラートが表示され，発行担当の権

限設定を行うことができること。

⑥：住民サービス向上

柏市では発行の制限のかかっている者が所有する固定資産に係る証明を取得する際，本庁で本人が

申請する場合のみ発行しています。

また，住所だけでなく姓の変更についても他者に開示されないように処理を行っている者もいるため，本

人が本庁でしか取得できないような厳しい条件としています。

住所のみを「DV被害者等の住所に代わる事項」として表

示する者と姓名も併せて秘匿できるように選択できること。

出張所では発行不可能等，発行可能な権限を個別付

与し安全性を向上させることができること。

①：現行システムでパッ

ケージ標準で実装している

機能

優先度2 ● 要検討 質問
【全団体】

発行担当の権限設定機能が必要かどうか教えてください。

※例えば、出張所では発行不可能等、発行可能な権限を個別付与するような機能を想定。

支所で発行可能となる基準を明確で

ないと考えます。むしろ、本庁に限定

するリスも逆に考えられます。また、住

所の表示はされなくなることが徹底され

ますので、発行しやすさが高まるのでは

ないかと思われます。

賛成 賛成 反対

固定資産税のシステムに入る権限があ

れば、そこから先の個別の権限設定は

必要ないです。

賛成

本市では、証明書の発行場所が複数

あり、ＤＶ被害者の場合は、本課の

みの発行としている。

そのため、権限設定は必要と考える。

賛成 賛成

固定資産税システムだけの問題では

無いと思われるが、要件としてはあって

も良い。

賛成 必要 賛成

当市では、DV被害者等に係る固定資産税関係の証明書類

を発行する際は、住所を削除しているため、特段発行担当

（本庁・出先）での権限分けを行っていませんが、自治体に

よって発行形態や窓口形態は異なると思われるため、権限を

制限できる機能を設けることは有用であると考えます。

なお、DV被害者等に係る証明書発行の権限設定について

は、固定資産税WTだけではなく、住基、住民税、収納等を

含めて全体的に検討すべき問題と考えます。

賛成 必要 賛成

他区分を発行できないなど、現行の取

扱いでも制限をしているため、あれば有

用と考えます。

賛成

出張所での発行に制限をかけている団

体も複数あると認識しているため、必

要と考えております。

要検討
共通要件への反映も含めて検討

いたします。
償却以外

償却以外・

償却の別

WT構成員　回答集約

WT検討結果を踏まえた第2.0版修正方針

優先度

分類用フラグ

帳票レイアウト

関連意見

（該当○）

J市 K市 デジタル庁G市

連番
業務内

連番

業務

（選択肢から選択）
項番 枝番

意見の分類

（選択肢から選択）

新規意見区分

（選択肢から選択）
運用想定

現行システム区分

（選択肢から選択）

I市要件 意見の根拠 A市 E市令和４年度　全国意見照会結果を踏まえた第2.0版修正方針（案） B市 C市 D市 F市 H市


